
1

健全な水循環系構築に向けて（中間とりまとめ）
健全な水循環系構築に関する関係省庁連絡会議

平成１１年１０月６日

１．現在の水循環系に対する認識

水は、地球上の限りある資源であり、生物の命を育み、私たちの生活や産業に

不可欠な基本要素である。また、大気から大地、河川等を経て海域に向かう水の

循環は、河川・地下水の水量の確保、水質の浄化、水辺環境や生態系の保全に

大きな役割を果たす。一方、時には洪水等の災害をもたらす。さらに、水の循環

過程における人との関わりは、他の活動や水循環系全体に影響をおよぼしてい

る。

我が国における現在の水循環系は、治水、各種用水や再生可能なエネルギー

源としての利用等、安全、快適で豊かな人間生活を目指して太古の昔より人の手

により工夫が施され、長い時間をかけて人為的な水循環系と自然の水循環系とが

有機的に結びついたものになっている。例えば、適切な農林業活動等を通じて発

揮される森林や農地等のかん養機能や、下水道等の排水処理による汚濁負荷の

軽減も、水循環系に大きな役割を果たしている。

その一方で、都市への急激な人口・産業の集中と都市域の拡大、産業構造の

変化、過疎化・高齢化・少子化の進行、近年の気象の変化等を背景として、水循

環系が急激に変化し、問題を引き起こしていることも事実である。

このようなことから、２１世紀の持続可能な発展のためには、健全な水循環系の

構築が重要な課題である。そのためには、安全で快適な生活及び健全な生産活

動が実現するとともに環境の保全に果たす水の機能が確保されるなど、人間の諸

活動と水循環系との調和を図っていくことが重要である。
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背　　　景

・少雨化傾向、多雨・少雨の較
差拡大

・流域の涵養機能、保水・遊水
機能、自然浄化機能の低下

・渇水に対する社会・経済の弾
力性低下

・各種用水需要の増大

・水質汚濁負荷の増大、汚濁
物質の多様化

・安全な水、おいしい水のニー
ズの増大

・各種施設の整備等による水
循環系の変化

・水面・水辺空間・緑地空間の
減少

・地下水の過剰採取

・地域における水管理体制の
弱体化

  等

・通常時の河川流量の減少

・水需給の逼迫、渇水の頻発

・都市型水害の多発

・洪水・渇水被害ポテンシャルの増大

・非常時の用水確保の困難化

・水質汚濁の進行と新たな水質問題の
発生

・地下水位低下、湧水枯渇、地盤沈下

・都市におけるヒートアイランド現象の
一因

・生態系への悪影響

・親水機能の低下、水文化の喪失

  等

水循環系の問題点

水循環系を取り巻く状況変化と問題点

・気象の変化

・都市への急激な人口・産業の集中及び都市域拡大

・産業構造の変化

・多消費型社会への変化

・経済の高度化、効率性重視

・過疎化、高齢化、少子化の進行

・国民ニーズの多様化

　等

要　　　因
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２．健全な水循環系の定義

健全な水循環系とは、流域を中心とした一連の水の流れの過程において、人

間社会の営みと環境の保全に果たす水の機能が、適切なバランスの下に ともに

確保されている状態。

３．健全な水循環系構築のための施策の基本的方向

（１）流域の視点の重視

・近年顕著になっている水循環系の問題に対応するためには、水循環が上流

域から下流域へという面的な広がり、地表水と地下水を結ぶ立体的な広がりを

有することを考慮すると、単に問題の生じている箇所のみに着目するだけでは

なく、流域全体を視野に入れることが従来にもまして重要。

（２）水循環系の機構把握、評価及び関連情報の共有

・健全な水循環系構築のための施策の推進にあたっては、流域の水循環機構

を解明・把握し、流域の自然、社会条件を踏まえ、水循環系の健全性の実態

を把握し、問題点を抽出するとともに、その具体的問題点に即した効果的、効

率的な施策を講じることが必要。

・その中で、水循環系の健全性を評価するに際しては、これをいかに評価すべ

きか、手法の確立も含めた多面的な検討を進めるとともに、水循環に密接に

関連する情報も含め、流域の各主体が水循環系の情報を共有することも必

要。

（３）流域における各主体の自主的取り組みの推進（役割分担、連携、計画策定等）

・水循環系は、流域の自然条件、社会経済活動の状況、水に関する歴史的背

景等、流域により千差万別であるため、具体的施策は流域ごとに異なる。

・流域における効果的な取り組みのためには、流域ごとの特性に応じ、流域内

の行政・住民・事業者等の各主体が連携し、それぞれが主体的に取り組むこ

とが必要。

・具体的には、流域内の各主体が健全な水循環系に関する理念と当該流域に

おける問題点に関する認識を共有するとともに、各主体の適正な役割分担を

踏まえ、住民・事業者等が自主的に取り組むことを推進するとともに、行政も含

めた連携が必要。

・これらの取り組みを推進し、各主体の合意において、流域ごとに水循環健全

化に向けた計画の策定が望まれる。
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４．水循環系の問題点ごとの主な要因と対応策のイメージ

（１）水循環系の問題点ごとの主な要因

水循環系の問題点ごとの主な要因を、以下のように整理した。

①通常時の河川流量の減少、水需給の逼迫、渇水の頻発、渇水被害ポテンシャ

ルの増大

○少雨化傾向、多雨・少雨の較差拡大

○流域の涵養機能、保水・遊水機能の低下

○各種用水需要の増大

○各種施設の整備等による水循環系の変化

○渇水に対する社会・経済の弾力性低下

等

②都市型水害の多発、洪水被害ポテンシャルの増大

○都市への急激な人口・産業の集中及び都市域拡大

○流域の涵養機能、保水・遊水機能の低下

○各種施設の整備等による水循環系の変化

等

③非常時の用水確保の困難化

○水面・水辺空間・緑地空間の減少

○各種施設の整備等による水循環系の変化

等

④水質汚濁の進行と新たな水質問題の発生

○水質汚濁負荷の増大、汚濁物質の多様化

○流域内の自然浄化機能の低下

○安全な水、おいしい水のニーズの増大

○地域における水管理体制の弱体化

等

⑤地下水位低下、湧水枯渇、地盤沈下

○流域の涵養機能の低下

○地下水の過剰採取

等

⑥都市におけるヒートアイランド現象の一因

○各種施設の整備等による水循環系の変化

○水面・水辺空間・緑地空間の減少

等
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⑦生態系への悪影響

○水質汚濁負荷の増大、汚濁物質の多様化

○流域内の自然浄化機能の低下

○地域における水管理体制の弱体化

○流域の涵養機能、保水・遊水機能の低下

○各種施設の整備等による水循環系の変化

等

⑧親水機能の低下、水文化の喪失

○都市への急激な人口・産業の集中及び都市域拡大

○水面・水辺空間・緑地空間の減少

○水質汚濁負荷の増大、汚濁物質の多様化

○地域における水管理体制の弱体化

○各種施設の整備等による水循環系の変化

等
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（２）水循環系の問題点に対する対応策のイメージ

水循環系の問題点に対する対応策のイメージを、その主たる目的に応じて整理し

たものを以下に例示する。

①流域の貯留浸透・かん養能力の保全・回復・増進（水を貯える・水を育む）

○森林の適正管理による水源かん養機能の維持・向上
○農地の適切な保全・整備・利用による自然循環機能の維持増進
○都市域における緑地の保全・整備
○河川護岸等の再自然化による浸透能力増進
○雨水貯留浸透施設（調節池等）の整備
等

②水の効率的利活用（水を上手に使う）

○節水、水利用の合理化
○雨水の有効利用、下水処理水等の再利用
○工業用水の回収利用の推進
○下水処理水等の河川還元
○流域を越えた相互水運用
○用途間の水転用
○異常渇水時の円滑な水融通
○災害時等に備えた身近な水源の整備と用水供給システムの確保
○既存施設の機能維持・向上（ダム群連携等）
○自然・社会事情の変化に対応した水資源開発
○地下水利用の適正化と代替水源の確保
等

③水質の保全・向上（水を汚さない・水をきれいにする）

○水質汚濁負荷の発生源対策の推進
○汚水処理施設の整備促進、高度処理の推進
○生活排水負荷を抑制するための住民の取り組みの支援
○非特定汚染源対策の推進
○森林、農地、水域における保全・浄化機能の維持・向上
○公共用水域及び地下水の直接浄化対策の推進
○水道における高度浄水処理
○取排水地点の再編等による取排水システムの最適化
○有害化学物質等のモニタリングと調査研究の推進
等

④水辺環境の向上（水辺を豊かにする）

○都市域、集落内の水面確保
○河川・水路等の維持流量、環境用水の確保
○水辺の保全・整備
○環境との調和に配慮した施設整備
等

⑤地域づくり、住民参加、連携の推進（水とのかかわりを深める）

○治水・雨水対策と洪水被害が広がりにくい地域づくり等の推進
○農業用水路等の環境保全に向けた地域ぐるみの対応の促進
○流域内の各種主体間や上下流の連携・協力、住民主体の取り組みの促進
○水文化の保存、再生、創出
等
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別紙１

平成 年８月 日10 31

関係省庁申し合わせ

健全な水循環系構築に関する関係省庁連絡会議の設置について

Ⅰ 健全な水循環系に関する関係省庁の基本認識

今世紀後半以降の急速な都市域の拡大等により、平常時の河川流量の減少や水A.

質汚濁、地下水位の低下等、水循環の健全性が損なわれてきており、 世紀の21

持続可能な発展のためには、健全な水循環系の構築が重要な課題である。

一方、健全な水循環系の具体的イメージ、実現方策等については、必ずしも十分B.

に共通の認識が形成されているとは言えない状況にある。

各省庁は、それぞれの政策目的に応じて、健全な水循環系に関する取組を行うC.

が、全体としてより総合的な施策効果を発揮するためには、関係省庁連携した取

組が必要である。

Ⅱ 今後の取組の方向

まず、「健全な水循環系」の概念に関して、関係省庁が共通の認識を形成することA.

が必要。

このため、各省庁の考え方、取組等について、情報交換、意見交換が重要。B.

「健全な水循環系構築に関する関係省庁連絡会議」を設置し、十分な意見交換等C.

を通じて、健全な水循環系の概念等について共通認識を形成するとともに、今後

の連携・協力のあり方等の基本的事項について検討、整理を行う。

これらの議論が深まった段階で、関係省庁共同で、以下のような「健全な水循環系D.

の構築」に関する基本的な考え方等のとりまとめをはかる。

・「健全な水循環系」の概念と現状認識、今後の課題の認識

・施策の基本的方向、留意すべき事項 等

各省庁は、この基本的な考え方等に基づき、それぞれの政策目的に応じた施E.

策の展開を行う。その際、関係省庁は、より総合的、効率的な施策の実施に向け、

必要に応じて相互に連携・協力を行う。
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Ⅲ. 連絡会議の構成等

当面、以下の構成により、健全な水循環系の概念等についての共通認識の形成、A.

今後の連携・協力のあり方等の基本的事項についての検討、整理を行う。なお、

必要に応じ、各省庁の関係部局の出席を可能とする。

環境庁 水質保全局 水質管理課長

国土庁 長官官房 水資源部 水資源計画課長

厚生省 生活衛生局 水道環境部 水道整備課長

農林水産省 構造改善局 計画部 地域計画課長

農林水産省 林野庁 指導部 治山課長

通商産業省 環境立地局 産業施設課長

通商産業省 資源エネルギー庁 公益事業部 電力技術課 開発振興室長

建設省 河川局 河川計画課長

建設省 都市局 下水道部 流域下水道課長

運営B.

本連絡会議は、構成省庁が共同で運営する。
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別紙２

健全な水循環系構築に関する関係省庁連絡会議の開催状況

会 議 年 月 日 場 所

第１回 平成１０年 ９月３０日 国土庁第４会議室

第２回 平成１０年１０月２０日 国土庁第４会議室

第３回 平成１０年１１月３０日 国土庁第４会議室

第４回 平成１１年 １月２８日 国土庁第４会議室

第５回 平成１１年 ２月２５日 通産省別館９１０会議室

第６回 平成１１年 ３月２４日 国土庁第１会議室

第７回 平成１１年 ４月２７日 国土庁第１会議室

第８回 平成１１年 ５月２７日 国土庁第４会議室

第９回 平成１１年 ６月２８日 通産省別館８３７会議室

第１０回 平成１１年 ７月２８日 国土庁第４会議室

第１１回 平成１１年 ８月２６日 第５合同庁舎共用第１５会議室

第１２回 平成１１年 ９月１６日 通産省別館８４１会議室

第１３回 平成１１年 ９月２２日 国土庁第４会議室

第１４回 平成１１年 ９月３０日 国土庁第４会議室

第１５回 平成１１年１０月 ６日 国土庁第４会議室


